
鈴鹿市立幼稚園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月２５日 

鈴鹿市長 

鈴鹿市条例第９号 

 

鈴鹿市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

鈴鹿市立幼稚園条例（昭和３２年鈴鹿市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 市立幼稚園（以下「幼稚園」とい

う。）の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

第２条 市立幼稚園（以下「幼稚園」とい

う。）の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

 名称 位置   名称 位置  

 鈴鹿市立神戸幼稚園   略   鈴鹿市立神戸幼稚園   略  

     鈴鹿市立白子幼稚園 鈴鹿市白子一

丁目12番12号 

 

     鈴鹿市立稲生幼稚園 鈴鹿市稲生三

丁目10番１号 

 

 鈴鹿市立玉垣幼稚園   略   鈴鹿市立玉垣幼稚園   略  

     鈴鹿市立加佐登幼稚園 鈴鹿市高塚町

1087番地の１ 

 

     鈴鹿市立栄幼稚園 鈴鹿市五祝町

1068番地 

 

   略   略     略   略  

  

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


